
大津市雨水貯留浸透施設設置助成金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、総合的な治水対策としての雨水の流出抑制及び資源の有効利用を図

るため、雨水貯留施設又は雨水浸透施設を設置する者に対して、予算の範囲内において助

成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義等） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 助成事業 助成金の交付の対象となる事務又は事業をいう。 

(2) 助成事業者 助成事業を行う者をいう。 

(3) 雨水貯留施設 建築物の雨どいから雨水を貯留するために当該建築物の敷地内に設

置する貯留量が１００リットル以上の貯留槽及びその附属設備をいう。 

(4) 雨水浸透施設 建築物の雨どいから雨水を地中に浸透させるために当該建築物の敷

地内に設置する浸透ます及びその附属設備をいう。 

２ 雨水貯留施設及び雨水浸透施設（以下「雨水貯留浸透施設」という。）は、大津市公営

企業管理者（以下「公営企業管理者」という。）が別に定める大津市雨水貯留浸透施設設

置基準に適合するものでなければならない。 

（助成対象者） 

第３条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者（以下「助成対象者」という。）

は、次に掲げる者とする。 

(1) 雨水貯留施設の助成対象者は、大津市内に住宅、事業所等の建築物（建築中及び建

築確認書等により建築が確実なものを含む。以下同じ。）を所有し、又は所有が確実な

個人若しくは団体又は所有者の同意を得た使用者とする。 

(2) 雨水浸透施設の助成対象者は、大津市（大津）公共下水道事業計画区域内に住宅、事

業所等の建築物を所有し、又は所有が確実な個人若しくは団体又は所有者の同意を得

た使用者とする。 

(3) その他、公営企業管理者が特に必要と認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者とならない。 

(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる公的団体 

(2) 下水道使用料又は受益者負担金を滞納している者 



(3) 他の補助制度を利用して建築物を整備する者で、当該補助制度に基づき建築物とと

もに雨水貯留浸透施設を設置する者。ただし、雨水貯留浸透施設の設置に係る経費につ

いて他の補助制度に基づく補助金等が交付されていないことが明確な場合は、この限

りでない。 

（助成対象経費等） 

第４条 この要綱による助成金の交付の対象となる経費は、雨水貯留施設の購入に要する

経費及び雨水浸透施設の設置に要する経費とする。なお、雨水貯留施設の購入に係る助成

金の交付は、１建築物ごとに１基分を限度とする。 

２ 助成金の額は、別表に定める額とし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は助成金を交付しな

い。 

(1) 既に助成金の交付を受けている雨水貯留浸透施設の修繕、改善、変更等を行う場合 

(2) 移転補償等に伴う機能回復のために設置する場合 

(3) 展示又は販売を目的とする場合 

(4) 前３号に掲げるもののほか、公営企業管理者が不適当と認める場合 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、大津市雨水貯

留浸透施設設置助成金交付申請書（様式第１号）を公営企業管理者に提出しなければなら

ない。なお、交付申請の回数は、雨水貯留施設及び雨水浸透施設ごとにそれぞれ１回を限

度とする。 

２ 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 配置計画図 

(2) 構造図等 

(3) 工事見積書又は購入見積書 

(4) 雨水貯留浸透施設の維持管理に関する誓約書（様式第２号） 

(5) 建物所有者の同意書（申請者が建物所有者と異なる場合） 

 (6) その他公営企業管理者が必要と認める書類 

（助成金の交付決定等） 

第６条 公営企業管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容が適当



と認めるときは助成金の交付を決定するものとする。 

２ 公営企業管理者は、前項の決定にあたり必要な範囲において条件を付すことができる。 

３ 公営企業管理者は、第１項の決定をしたときは、申請者に大津市雨水貯留浸透施設設置

助成金交付決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

４ 公営企業管理者は、第１項の審査により交付を不適当と認めるときは、申請者に大津市

雨水貯留浸透施設設置助成金不交付決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（雨水浸透施設の施工者） 

第７条 雨水浸透施設の設置工事は、大津市下水道条例（昭和４３年条例第３６号）第６条

に規定する下水道排水設備指定工事店に委託して行わなければならない。 

（内容の変更及び中止等） 

第８条 助成金の交付の決定について次の各号に規定する条件を付された助成事業者は、

第１号及び第３号の承認を受けようとするときは、大津市雨水貯留浸透施設設置助成金

変更承認申請書（様式第５号）を、第２号の承認を受けようとするときは、大津市雨水貯

留浸透施設設置助成金中止承認申請書（様式第６号）を公営企業管理者に提出しなければ

ならない。 

(1) 助成事業の内容の変更（助成事業の完了後における成果物の変更を含み、公営企業 

管理者の定める軽微な変更を除く。）をする場合においては、公営企業管理者の承認を

受けるべきこと。 

(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、公営企業管理者の承認を受ける

べきこと。 

(3) 助成事業に要する経費の配分の変更（公営企業管理者の定める軽微な変更を除く。）

をする場合においては、公営企業管理者の承認を受けるべきこと。 

２ 前項の変更承認申請書には、工事見積書又は購入見積書を添付しなければならない。 

３ 公営企業管理者は、第１項第１号及び第３号の規定による承認の申請があった場合に

おいて、助成事業者に大津市雨水貯留浸透施設設置助成金交付決定変更通知書（様式第７

号）又は第１項第２号の規定による承認の申請があった場合において、大津市雨水貯留浸

透施設設置助成金交付決定中止通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

４ 公営企業管理者は、前項の通知の際、必要な範囲において当該変更又は中止に条件を付

すことができるものとする。 

（実績報告） 



第９条 助成事業者は、助成事業が完了したとき（助成事業の廃止の承認を受けたときを含

む。）は、大津市雨水貯留浸透施設設置工事実績報告書（様式第９号）を公営企業管理者

に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 工事出来高書（雨水浸透施設の場合のみ） 

(2) 領収書の写し等 

(3) 工事写真（雨水浸透施設の場合のみ） 

(4) その他公営企業管理者が必要と認める書類 

３ 公営企業管理者は、第１項の実績報告書の提出があったときは、遅滞なく、当該雨水貯

留浸透施設の現地確認を実施するものとする。 

（確定の通知） 

第１０条 公営企業管理者は、前条の規定による書類の審査及び現地確認の結果が助成金

の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成

金の額を確定し、当該助成事業者に大津市雨水貯留浸透施設設置助成金確定通知書（様式

第１０号）により通知するものとする。 

（交付請求書） 

第１１条 前条の規定による通知を受けた助成事業者は、助成金の交付を受けようとする

ときは、大津市雨水貯留浸透施設設置助成金交付請求書（様式第１１号）を公営企業管理

者に提出しなければならない。 

（取消通知書） 

第１２条 公営企業管理者は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、助成金の交付の決定及び確定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき 

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

(3) その他法令等又はこれに基づく公営企業管理者の処分に違反したとき 

２ 公営企業管理者は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を助成事業

者に大津市雨水貯留浸透施設設置助成金交付決定取消通知書（様式第１２号）により通知

するものとする。 

（返還の通知） 

第１３条 公営企業管理者は、前条の取消しを行った場合において助成事業の当該取消し



を行った助成金が既に交付されているとき、又は確定された助成金の額を超える助成金

が交付されているときは、当該助成金の返還を期限を定めて助成事業者に大津市雨水貯

留浸透施設設置助成金返還通知書（様式第１３号）により命ずるものとする。 

（延滞金） 

第１４条 助成事業者は、前条の規定により返還を通知された助成金を納期日までに納付

しなかったときは、その未納額につき大津市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に

関する条例（昭和４１年条例第２７号）第３条及び附則第３項の規定により計算した延滞

金を公営企業管理者に納付しなければならない。 

２ 公営企業管理者は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の延滞金の全部又は

一部を免除することができる。 

（維持管理） 

第１５条 この要綱により雨水貯留浸透施設を設置した者は、定期的な保守点検及び清掃

を行い、当該施設の機能を正常に保つように努めなければならない。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付手続等について必要な事項は、その

都度公営企業管理者が定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 

  附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、同年

３月３１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、令和２年３月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にある改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により

使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和７年３月３１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、同年３

月３１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

施設名 助成金額 交付限度額 

雨水貯留施設 

（貯留槽） 
助成対象経費（１建築物当たり１基）の 2/3 

100ℓ以上 150ℓ未満 25,000 円 

150ℓ以上 200ℓ未満 35,000 円 

200ℓ以上      40,000 円 

雨水浸透施設 

（浸透ます） 
助成対象経費の 2/3 60,000 円 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

大津市雨水貯留浸透施設設置助成金交付申請書 

 

 

  年  月  日 

（宛先） 

  大津市公営企業管理者 

                         〒□□□-□□□□ 
申請者  住所            

                     

氏名            

     電話            
                          

 大津市雨水貯留浸透施設設置助成金の交付について次のとおり申請します。 

事 業 年 度   年度 

助 成 事 業 の 

名 称 
大津市雨水貯留浸透施設設置助成事業 

設 置 場 所 大津市  

建  物  の 

所 有 状 況 

□持家    □借家    □建築中（完成予定   年  月） 

□その他（      ） 

設 置 内 容 

雨水貯留施設 

（貯 留 槽） 
容量  ㍑ １基  円 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

雨水浸透施設 

（浸透ます） 
内径  cm  基  円 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

工事（購入） 

予 定 金 額 
 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

交付申請額  円（千円未満切捨て） 

施行工事店名 

店名                 

   

担当者 

    

指定番号  電話  

添 付 書 類 

・配置計画図  ・構造図等  ・工事（購入）見積書 

・誓約書      ・同意書（申請者が建物所有者と異なる場合） 

・その他（     ） 

調査の同意      

下水道使用料及び受益者負担金の納付状況を調査することに同意し

ます。       

下水道使用者（契約者）氏名 

 

 

    年  月  日    申請者 氏名          

 

  



様式第２号（第５条関係） 

 

 

雨水貯留浸透施設の維持管理に関する誓約書 
 

 

 

 大津市雨水貯留浸透施設設置助成金の交付を受けるに当たり、雨水貯留浸透施設の機能

を十分に発揮させるため、その管理等に関することについて、下記のとおり誓約します。 

 

 

１ 雨水貯留浸透施設の設置目的にそった機能を発揮させるため、点検及び清掃の維持管

理を行い、それに要する費用は自己の負担とします。 

 

 

２ 市が必要に応じて行う雨水貯留浸透施設の状況調査に協力します。 

 

 

３ 工事の完成後、施設の変形、破損、浮き上がりその他の異常に起因する事故、問題等

が生じても一切市の責任を問いません。 

 

 

４ 雨水貯留浸透施設を７年以上使用し、存続させ、当該雨水貯留浸透施設を廃止しない

限り、その保全に努めます。 

 

 

５ 雨水貯留浸透施設を廃止し、又は転居等に伴い雨水貯留浸透施設を第三者に譲渡しよ

うとするときは、本誓約書に記載した事項を譲受人に引き継ぐよう努めます。 

 

 

６ この誓約書の有効期間は、大津市雨水貯留浸透施設設置助成金の交付を受けた日から

当該雨水貯留浸透施設を廃止する日までとします。 

 

 

７ この誓約書に定めるもののほか、疑義が生じた場合には市と協議します。 

 

 

 

     年  月  日 

 

  住所 

 

氏名 

                                 

 

 

 

 

 

 

  



 
様式第３号（第６条関係） 

 

大津市雨水貯留浸透施設設置助成金交付決定通知書 
 

 

第   号 

  年  月  日 

（宛先） 

              様 

 

 

                    大津市公営企業管理者       ㊞ 

 

     年  月  日付で申請のあった大津市雨水貯留浸透施設設置助成金の交付

について、次のとおり決定したので通知します。 

助 成 年 度   年度 

助 成 事 業 

の 名 称 
  大津市雨水貯留浸透施設設置助成事業 

交付決定金額  円  

施 行 場 所 大津市  

指 定 工 事 店   

交付条件 

（１）助成金の確定額は、実績報告書が提出された後、その内容の 

助成金審査及び現地確認を行い決定します。 

 

（２）助成金交付決定後に交付申請の内容を変更し、又は中止しよう 

   とするときは、公営企業管理者に申請してください。 

 

（３）工事が完了したときは、実績報告書を公営企業管理者に届けて 

ください。 

（４）補助事業等の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により 

補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が 

確定した場合には、速やかにその旨を公営企業管理者に報告 

してください。 

（５）次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことが 

あります。 

① 不正な手段により助成金の交付を受けたとき 

② 助成金を当該施設の設置目的以外に使用したとき 

③ この要綱の規定に違反したとき 

④ その他公営企業管理者が助成の目的が失われると認めたとき 



様式第４号（第６条関係） 

 

大津市雨水貯留浸透施設設置助成金不交付決定通知書 
 

 

第   号 

  年  月  日 

（宛先） 

              様 

 

 

大津市公営企業管理者        ㊞ 

 

 

     年  月  日付で申請のあった大津市雨水貯留浸透施設設置助成金の交付に

ついて、次のとおり交付しないことと決定したので通知します。 

助 成 年 度   年度 

助 成 事 業 

の 名 称 
大津市雨水貯留浸透施設設置助成事業 

工事（購入） 

予 定 金 額 
 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

交付しないことと決定した理由 

 

 

  



様式第５号（第８条関係） 

 

大津市雨水貯留浸透施設設置助成金変更承認申請書 

 

 

  年  月  日 

（宛先） 

  大津市公営企業管理者 

                         〒□□□-□□□□ 
申請者  住所            

                     

氏名            

     電話            

                                  

    年  月  日付  第  号により交付決定を受けた大津市雨水貯留浸透施設

設置助成事業を変更したいので、次のとおり申請します。 

事 業 年 度   年度 

助 成 事 業 の 

名 称 
大津市雨水貯留浸透施設設置助成事業 

設 置 場 所 大津市  

変 更 内 容 

雨水貯留施設 

（貯 留 槽） 
容量  ㍑ １基  円 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

雨水浸透施設 

（浸透ます） 
内径  cm  基  円 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

工事（購入） 

予 定 金 額 
 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

交付申請額  円（千円未満切捨て） 

施行工事店名 

店名                 

   

担当者 

    

指定番号  電話  

添 付 書 類 

・配置計画図  ・構造図等  ・工事（購入）見積書 

・誓約書      ・同意書（申請者が建物所有者と異なる場合） 

・その他（     ） 

変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



様式第６号（第８条関係） 

 

大津市雨水貯留浸透施設設置助成金中止承認申請書 
 

  年  月  日 

（宛先） 

  大津市公営企業管理者 

 

                         〒□□□-□□□□ 
申請者  住所            

                     

氏名            

     電話  

  

    年  月  日付   第  号により交付決定を受けた大津市雨水貯留浸透

施設設置工事を中止したいので、次のとおり申請します。 

助 成 年 度   年度 

助 成 事 業 

の 名 称 
  大津市雨水貯留浸透施設設置助成事業 

設 置 場 所 大津市 

工事（購入） 

予 定 金 額 
 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

交付申請額  円（千円未満切捨て） 

中 止 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



様式第７号（第８条関係） 

 

大津市雨水貯留浸透施設設置助成金交付決定変更通知書 
 

 

第   号 

  年  月  日 

（宛先） 

              様 

 

 

                   大津市公営企業管理者         ㊞ 

 

 

     年  月  日付    第   号により交付決定した大津市雨水貯留浸

透施設設置助成金の交付について、次のとおり決定変更したので通知します。 

事 業 年 度   年度 

助 成 事 業 の 

名 称 
大津市雨水貯留浸透施設設置助成事業 

設 置 場 所 大津市  

設 置 内 容 

雨水貯留施設 

（貯 留 槽） 
容量  ㍑ １基  円 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

雨水浸透施設 

（浸透ます） 
内径  cm  基  円 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

工事（購入） 

予 定 金 額 
 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

変 更 後 

交付決定金額 
 円 

施行工事店名 

店名                 

   

担当者 

    

指定番号  電話  

条 件 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第８条関係） 
 

大津市雨水貯留浸透施設設置助成金交付決定中止通知書 
 

 

第   号 

  年  月  日 

（宛先） 

              様 

 

 

                   大津市公営企業管理者         ㊞ 

 

 

     年  月  日付    第   号により交付決定した大津市雨水貯留浸

透施設設置助成金の交付について、次のとおり中止したので通知します。 

事 業 年 度   年度 

助 成 事 業 の 

名 称 
大津市雨水貯留浸透施設設置助成事業 

設 置 場 所 大津市  

設 置 内 容 

雨水貯留施設 

（貯 留 槽） 
容量  ㍑ １基  円 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

雨水浸透施設 

（浸透ます） 
内径  cm  基  円 

（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

工事（購入） 

予 定 金 額 
 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

施行工事店名 

店名                 

   

担当者 

    

指定番号  電話  

条 件 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
様式第９号（第９条関係） 

 

大津市雨水貯留浸透施設設置工事実績報告書 

 

 

  年  月  日 

（宛先） 

  大津市公営企業管理者 

                         〒□□□-□□□□ 
助成事業者  住所            

                     

氏名            

     電話            

 

      年  月  日付   第   号で助成金の交付の決定のあった大津市雨

水貯留浸透施設設置工事が完了したので、次のとおり報告します。 

 なお、現地確認の際に不在の場合は、敷地内の立入りを承諾します。 

事 業 年 度   年度 

助 成 事 業 の 

名 称 
大津市雨水貯留浸透施設設置助成事業 

設 置 場 所 大津市  

工 事 期 間       年  月  日  から      年  月  日 

工 事 内 容 工事出来高書のとおり 

工事（購入） 

金 額 
 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

交付決定額  円（千円未満切捨て） 

施行工事店名 

店名                 

   

担当者 

    

指定番号  電話  

添 付 書 類 

・領収書の写し等  

・工事出来高書（雨水浸透施設の場合） 

・工事写真（雨水浸透施設の場合） 

・その他（     ） 

 



様式第１０号（第１０条関係） 

 

大津市雨水貯留浸透施設設置助成金確定通知書 
 

 

第   号 

  年  月  日 

（宛先） 

              様 

 

 

                    大津市公営企業管理者       ㊞ 

 

     年  月  日付   第  号により交付決定した大津市雨水貯留浸透施設

設置助成金の交付について、次のとおり確定したので通知します。 

助 成 年 度   年度 

助 成 事 業 

の 名 称 
  大津市雨水貯留浸透施設設置助成事業 

交付決定金額  円 

工事(購入)  

金 額 
 円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

交付確定金額  円  

 

  



様式第１１号（第１１条関係） 

 

大津市雨水貯留浸透施設設置助成金交付請求書 
 

 

  年  月  日 

（宛先） 

  大津市公営企業管理者 

 

                         〒□□□-□□□□ 
助成事業者  住所            

                     

氏名           ㊞ 

                      電話   

 

     年  月  日付   第   号で交付の確定のあった大津市雨水貯留浸透

施設設置助成金について、次のとおり請求します。 

助 成 年 度   年度 

助 成 事 業 

の 名 称 
  大津市雨水貯留浸透施設設置助成事業 

交付請求金額    円 

振 込 み 先 

金融機関名 
    

銀行 

信用金庫 

農協 

    支店・本店 

口座番号 
普 通 ・ 当 座  

番号  

口座名義人
ふ り が な

    

備 考  

※ 口座名義人と助成事業者が異なる場合は振り込めません。 

※ 口座名義人にはふりがなを付けてください。 

※ 金額の訂正は認められません。 

※ 金額の頭に￥記号をつけてください。 

 



様式第１２号（第１２条関係） 

 

大津市雨水貯留浸透施設設置助成金交付決定取消通知書 
 

 

第   号 

  年  月  日 

（宛先） 

              様 

 

 

                   大津市公営企業管理者         ㊞ 

 

 

     年  月  日付    第   号により交付決定した大津市雨水貯留浸

透施設設置助成金の交付について、次のとおり取り消したので通知します。 

助 成 年 度   年度 

助 成 事 業 

の 名 称 
  大津市雨水貯留浸透施設設置助成事業 

交付決定金額   円 

取 消 金 額   円 

取 消 後 の 

交付確定金額 
  円 

取消しをした理由 

 

 
  



様式第１３号（第１３条関係） 

 

大津市雨水貯留浸透施設設置助成金返還通知書 
 

 

第   号 

  年  月  日 

（宛先） 

              様 

 

 

                    大津市公営企業管理者        ㊞ 

 

 

     年  月  日付   第   号により交付決定した大津市雨水貯留浸透施

設設置助成金の交付について、次のとおり期日を定め、返還を命ずる。 

助 成 年 度    年度 

助 成 事 業 

の 名 称 
  大津市雨水貯留浸透施設設置助成事業 

返 還 金   円 

返 還 理 由  

返 還 期 日  年  月  日 まで 

助成金の既交付金額及び交付年月日 

  円 

 年  月  日  

※ 別途納付書により振り込んでください。なお、大津市雨水貯留浸透施設設置助成金交付要綱第１２

条の規定により交付の決定を取り消された場合において、返還期日までに納付されないときは、延滞

金を納付しなければなりません。 
 

 
 


